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Ⅰ．はじめに 

玉川学園 理事長・学長・学園長 小原芳明 

 

ここ数年注目されるようになった教育活動の一つに、On Demand Education があり

ます。高速インターネットを活用して「何時でも、何処でも、どの科目でも」が標語

になっている教育で、遠隔教育とも呼ばれているものです。昭和 25 年来、玉川学園が

行ってきた通信教育も郵便を利用した遠隔教育の一つで、教材を発信する大学が主体

となってきました。しかし、高速インターネットの普及により、通信の意味も変化し

てきたことを受けての受講生主体の教育が出現しはじめたのです。その一つがオン・

デマンド教育と呼ばれるものです。 

一方、この用語には上位もしくは包括存在からの需要（デマンド）に応える教育というもう

ひとつの意味があります。その昔、小学校が完結型であったのは、その時代の社会人として必

要最低限の資質を付加してから、子供たちを社会へ送り出す役割を担っていたからです。それ

が進学率の向上にともなって、その機能は中学校、そして高等学校へと上がってきました。そ

れは学校に対して上位に存在する、あるいは学校を包括する存在からの要求（デマンド）に応

えてきたとも言えます。つまり、学校の重要な機能の一つが、こうした上位に存在する機関や、

社会からの要求（デマンド）に応える教育を行うことです。例えば、小学校では、子供たちが

進学していく中学校で必要となる力を彼らにつけさせること、中学校では高等学校で求められ

る学習習慣、学習への価値観、学力といった資質を付加することが、それぞれの上位校におけ

るデマンドに応える教育です。そしてもちろん、大学で必要となる資質を子供たちにつけさせ

ることが、高等学校にとってのオン・デマンド教育となります。 

しかし、大学（高等教育）にとっての上位教育機関はありません。あるのは大学を

包括する社会です。大学教育にとってのオン・デマンドとは、学生たちが次世代の人

材として社会で活動していく上で必要となる資質です。社会は様々な分野から成り立

っており、それぞれが必要とするもの、例えば、知識、技術、価値観、倫理観、思想

といったことも多様になっています。学生にはその中からどの分野へ進出していくの

か、選択の自由があります。しかし、その分野に受け入れられ、そこで人材として評

価を受け活動していくためには、そこが必要としている資質を満たしていなければな

りません。大学が学生に提供するのは、学生が社会から彼らに求められている資質を

得る場です。 

オン・デマンド教育とは、大学機関だけではなく、その要員でもある学生にとって

も必要な活動です。学生がどれだけ意識を社会へ向けているのか、そして社会は彼ら

に何を求めているのか、そうした認識の上に立つ大学教育がこれからの時代に必要と
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なってきます。これからも日本社会の情報化は進展していきますが、同時にますます

競争的環境下での経済活動が余儀なくされていきます。これは 20 世紀の日本社会には

なかった社会環境ですが、これからの新しい社会環境のなかにあっても、一人ひとり

が己に期待されている需要を認識し、大学はそれに応えていく人材を育てていくのが

オン・デマンド教育です。 

玉川学園は、時代と社会のデマンドに応える教育を柱として、幼稚園から大学まで

を通したＫ－16 の教育を推進していきます。学園創立以来「人生の開拓者」となるこ

とを子供たちに期待し、そして教職員は「教育の開拓者」となることを旗印としてき

ました。私たちが心に描く開拓者像とは、一言で言えば未知のことへの挑戦。未開の

分野に果敢に挑み、既成概念や固定観念に束縛されることなく理想の教育へ前向きに

進んでいく者たちです。この開拓者精神こそが明日の教育を拓いていくと信じて、玉

川では多くのことに挑戦しています。これらの活動は、過去からの伝統を明日へと繋

いでいくものもありますし、絶えず変化する社会へ対応するために活動を展開させる

ものでもあります。そしてもちろん、社会の発展へ貢献する志を持った人材の養成を

目標としています。 
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Ⅱ．学校法人の概要 

 

１．教育理念・12 の教育信条 

人間は教育を通して知識を得（昨日まで知らなかったことを知るようになり）、

そして技術を身につける（出来なかったことをやり遂げることが出来るようにな

る）のです。また、教育活動を通じて、人生について深く考えるようになります。 

創立者小原國芳は、人間を「生まれながらにして、唯一無二の個性を持ちつつ

も、万人共通の世界をも有する存在である」と定義しました。玉川教育の使命は、

一つにこの人間像を実現させることです。そして二つに、日本社会さらには世界

へ貢献する気概を持った人材を養成することです。そのためには知識と技術を高

め、健康な身体を育み、そして正しい心を備えなければなりません。 

どの時代にあっても不満はあります。しかし、そうしたことを改善していく困

難な仕事を誰かが担わなければならないのであれば、「人生の最も苦しい、いやな、

辛い、損な場面を、真っ先に微笑をもって担当する」気概のある人こそが 21 世紀

を先導していくに相応しい人です。この先には未知の苦難が横たわっていますが、

失敗を恐れずに難関に挑戦していく「人生の開拓者」を育てていくことを玉川は

使命としています。 

そのために、玉川は創立以来 12 の教育信条を掲げています。 

 

12 の教育信条 

■ 全人教育 

教育の理想は、人間文化のすべてをその人格の中に調和的に形成することにあ

る。その展開にあたっては、「真・善・美・聖・健・富」という 6 つの価値の

創造を目指した教育を追求している。 

■ 個性尊重 

教育とは、一人ひとりの唯一無二の個性を充分に発揮させ、自己発見、自己実

現に至らせるものでなければならない。個性尊重の教育とは、一人ひとりの人

間をより魅力的な存在へと高めていくことである。

■ 自学自律 

教えられるより自ら学びとること。教育は単なる学問知識の伝授ではなく、自

ら真理を求めようとする意欲を燃やし、探求する方法を培い、掴み取る手法を

身につけるものである。 

■ 能率高き教育 

一人ひとりにとって無理無駄がなく効率高い適切な教育のため、学習環境の整

備、教材の厳選、教授法の工夫改善、コンピュータとネットワークの活用など、

学習意欲を高め、能率を増進させる努力を行う。 

■ 学的根拠に立てる教育 

教育の根底には、確固とした永劫不変な教育理念がある。その実践のためには、

論証が繰り返され、科学的実証が蓄積され、確固たる信念の下に教育活動が行

われなければならない。 
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■ 自然の尊重 

雄大な自然は、それ自体が偉大な教育をしてくれる。この貴重な自然環境を私

たちが守ることを教えることも、また大切な教育である。 

■ 師弟間の温情 

師弟の間柄は、温かい信頼に満ちたものでなければならない。温情とは甘やか

しを意味するものではない。同じ求道者として厳しさの中にも温かい人間関係

を大切にしていくことである。 

■ 労作教育 

自ら考え、自ら体験し、自ら試み、創り、行うことによってこそ、真の知育、

徳育も成就する。目指すところは、労作によって知行合一の強固なる意志と実

践力を持った人間形成である。 

■ 反対の合一 

国民と国際人、個人と社会人、理想と現実、自由とルール。これらの反対矛盾

対立する二面を一つに調和していく試みに挑みたいものである。 

■ 第二里行者と人生の開拓者 

マタイ伝に「人もし汝に一里の苦役を強いなば彼と共に二里行け」ということ

ばがある。目指すべきところは、地の塩、世の光となる、独立独行の開拓者的

実践力を持つ人材の養成である。 

■ 24 時間の教育 

教師と学生がともに働き、ともに食し、ともに歌い、ともに学ぶという師弟同

行の教育。教育は限定された時間内だけではない。any time の教育を目標に、

生活教育、人間教育を大切にしていきたい。 

■ 国際教育 

今、「地球はわれらの故郷なり」という広い視野と気概を持った国際人が求め

られている。語学の習得に満足することなく、豊かな国際感覚を養うため、地

球のあらゆる場所で行える any place の教育を目指している。 
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２．組織図 

 

（平成 18 年 10 月１日現在） 
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３．法人の概要 

 

昭和 ４年３月
 
小原國芳によって東京府南多摩郡町田町（現町田市）に財団法人玉川

学園設立 

３月  玉川中学校設置 

５月  玉川学園小学校設置 

昭和 ５年４月  玉川高等女学校設置 

昭和 14 年３月  玉川塾（専門部）設置 

昭和 17 年５月  興亜工業大学（現千葉工業大学）設置 

昭和 20 年３月  玉川工業専門学校設置 

昭和 22 年２月  旧制玉川大学文農学部（文学科、農政学科）設置 

 大学令による旧制最後の設置認可 

４月  新制中学校令による玉川学園中学部設置 

昭和 23 年３月  玉川学園高等部設置（玉川中学校及び高等女学校が母体） 

６月  

 

小原國芳の出身地、鹿児島県川辺郡坊津町に玉川学園久志高等学校設

置 

昭和 24 年２月

 

新制大学令による玉川大学文学部（教育学科、英米文学科）及び農学

部（農学科）設置（大学令による玉川大学及び玉川工業専門学校が母

体） 

昭和 25 年３月  文学部（教育学科）通信教育課程設置 

12 月  玉川学園幼稚部設置 

昭和 26 年２月  財団法人から学校法人に移行 

昭和 37 年４月  工学部（機械工学科、電子工学科、経営工学科）開設 

昭和 39 年１月  玉川学園富士高等学校設置（広域通信制） 

４月  文学部に芸術学科及び農学部に農芸化学科を開設 

昭和 40 年１月  玉川学園女子短期大学（教養科）設置 

昭和 42 年４月  大学院工学研究科（機械工学専攻、電子工学専攻）修士課程開設 

４月  玉川学園女子短期大学に保育科を開設 

昭和 46 年４月  大学院文学研究科（教育学専攻）修士課程開設 

昭和 47 年４月  大学院文学研究科に英文学専攻修士課程を開設 

４月  大学院工学研究科に電子工学専攻博士課程を開設 

４月  文学部に外国語学科、工学部に情報通信工学科を開設 

昭和 48 年４月  大学院文学研究科に教育学専攻博士課程を開設 

４月  玉川学園富士高等学校休校 

昭和 49 年４月  玉川学園高等部に専攻科（１年課程）を開設 

昭和 52 年４月  大学院農学研究科（資源生物学専攻）修士課程開設 

昭和 54 年４月  大学院農学研究科に資源生物学専攻博士課程を開設 

 芸術専攻科（芸術専攻）開設 

昭和 55 年３月  玉川学園久志高等学校廃校 

４月  大学院工学研究科に生産開発工学専攻博士課程を開設 

昭和 58 年３月  大学院工学研究科の電子工学専攻博士課程を廃止 
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昭和 59 年４月  玉川学園女子短期大学の保育科を幼児教育科に名称変更 

平成 ６年４月
 
玉川学園女子短期大学に学位授与機構により認定された専攻科教養

専攻を開設 

平成 ７年４月
 
大学院工学研究科の電子工学専攻（修士課程）を電子情報工学専攻（修

士課程）に名称変更 

５月  玉川学園富士高等学校廃校 

平成 13 年４月  経営学部（国際経営学科）開設 

４月
 
農学部の農学科を生物資源学科に、農芸化学科を応用生物化学科に名

称変更 

平成 14 年４月  文学部に人間学科、国際言語文化学科を開設 

４月
 
教育学部（教育学科）、芸術学部（パフォーミング・アーツ学科、ビ

ジュアル・アーツ学科）及び通信教育部に教育学部教育学科開設 

平成 15 年４月  文学部にリベラルアーツ学科及び教育学部に乳幼児発達学科を開設 

平成 16 年３月  玉川学園女子短期大学の幼児教育学科及び専攻科を廃止 

４月
 
工学部に機械システム学科、知能情報システム学科、メディアネット

ワーク学科、マネジメントサイエンス学科を開設 

 11 月  玉川学園女子短期大学を廃止 

平成 17 年４月  大学院マネジメント研究科（マネジメント専攻）修士課程開設 

４月  農学部に生物環境システム学科、生命化学科を開設 

平成 18 年３月  文学部の教育学科、英米文学科、芸術学科を廃止 

４月
 
大学院文学研究科に哲学専攻修士課程及び大学院教育学研究科（教育

学専攻）修士課程開設 

４月  文学部に比較文化学科、芸術学部にメディア・アーツ学科を開設 

９月  文学部の外国語学科を廃止 

平成 19 年３月  大学院文学研究科の教育学専攻修士課程を廃止 

４月  大学院工学研究科に脳情報専攻、システム科学専攻博士課程を開設 

４月  リベラルアーツ学部（リベラルアーツ学科）開設 

４月  経営学部に観光経営学科を開設 
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４．役員 

 

（平成 18 年７月 25 日現在） 

 

役  職 

理 事 評議員 
氏  名 

理事長 評議員 小 原 芳 明 

理 事 評議員 島 川 聖一郎 

理 事 評議員 大 原 征 而 

理 事 評議員 松 尾 公 司 

理 事  上 野   孝 

理 事  橋 本 一 弘 

理 事  大須賀 頼 彦 

監 事  竹 内 彪 衞 

監 事  吉 原 毎 文 

 評議員 平 田 正 敏 

 評議員 蒲 山 輝 男 

 評議員 石 橋 哲 成 

 評議員 菅 野 勝治郎 

 評議員 山 崎 真 稔 

 評議員 小 川 久 夫 

 評議員 佐々木 正 己 

 評議員 佐 藤 敏 明 

 評議員 山 田   尚 

 評議員 森   英 介 

 評議員 矢 内   廣 
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５．児童・生徒・学生数、教職員数 

 

（平成 18 年５月１日現在） 

 

■児童・生徒・学生数         人 

大学院 102 

芸術専攻科 3 

文学部 2,023 

農学部 1,060 

工学部 1,271 

経営学部 815 

教育学部 1,193 

芸術学部 1,003 

玉川大学合計 7,365 

通信教育部 10,074 

玉川学園 12 年生 ※ 327 

玉川学園 11 年生 ※ 347 

玉川学園 10 年生 ※ 312 

玉川学園 ９年生 ※ 304 

玉川学園 ８年生 ※ 291 

玉川学園 ７年生 ※ 263 

玉川学園 ６年生 ※ 165 

玉川学園 ５年生 ※ 158 

玉川学園 ４年生 ※ 151 

玉川学園 ３年生 ※ 146 

玉川学園 ２年生 ※ 138 

玉川学園 １年生 ※ 168 

幼稚部 179 

併設校合計 2,949 

※学校教育法の区分による表記 

高等部  986 

中学部  858 

小学部  926 

 

■教職員数（専任）          人 

玉川大学教員(嘱託含む) 314 

玉川学園教員(嘱託含む) 163 

職員(嘱託含む) 393 
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Ⅲ．事業概要 

 

１．教育・研究活動における事業 

(1) 大学 

① 学部・学科の新設 

○文学部に比較文化学科を開設した。この学科では新しいビジョンをもって

国際社会に積極的に貢献できる人材の育成を目的としている。 

○芸術学部にメディア・アーツ学科を開設した。この学科では急速に進むデ

ジタル化社会の中で、表現・創造活動におけるデジタル化に対応できる能

力と実践力を備え、創造性と高い倫理観をかねそなえた人材の育成を目指

している。 

○平成 19 年度にリベラルアーツ学部及び経営学部観光経営学科を設置する

ため、その準備を行った。 

② 研究科・専攻の開設 

○教育学研究科（教育学専攻）修士課程を開設した。これまで文学研究科教

育学専攻として培ってきた実績と伝統的な教育研究の実績を踏まえ、現代

社会に貢献できる意欲的な人材の育成を目指している。 

○文学研究科に哲学専攻修士課程を開設した。本学が伝統的に培ってきた哲

学的思考と文化基盤をさらに充実・発展させることを目的としている。 

○平成 19 年度に工学研究科博士課程後期脳情報専攻、システム科学専攻を設

置するため、その準備を行った。 

③ 教員組織のあり方についての検討 

○学校教育法の一部改正に伴い、教員組織のあり方を平成 19 年度実施に

向けて検討した。具体的には、教員の職を教授、准教授、助教、講師、

助手とし、助教、講師、助手には任期を付した。 

④ 教員評価の実施準備 

○教員の教育研究能力を評価するために、研究業績と教育業績についてそれ

ぞれ評価項目を設定し、新たな教員資格審査基準を制定した。 

⑤ 教職課程の充実 

○教職センターを設置し、教員としての資質を保証するために教員養成段階

における指導・研究面での充実を図った。 

○教育学部以外の学生でも通信教育課程を活用することで、小学校教諭２種

免許を取得することが可能となった。 
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⑥ 他大学院との学術交流の推進 

○学術交流の推進を図るため「首都圏大学院コンソーシアム」に加盟し、協

定聴講生を派遣した。 

○工学研究科において、カリフォルニア工科大学、昭和大学医学研究科

と学術交流協定を締結した。 

⑦ FD 活動の推進 

○教員相互の授業参観を全学部で実施した。また外部講師による FD 研修会を

実施し、FD 活動の一層の充実を図った。 

○大学院教員の教育研究活動の向上、能力開発、質的充実を図る目的か

ら、平成 19 年度に大学 FD 委員会より独立して大学院ＦＤ委員会を設

置することとなり、そのための規程の作成等準備を行った。 

⑧ 外部評価 

○国の認証評価機関である大学基準協会による加盟判定審査および認証評価

の結果「適合」認定を受けた。この認証をもとに大学の教育体制のさらな

る改革整備を推進する。 

○平成15年に工学部マネジメントサイエンス学科がISO9001認証を受けたが、

更なる教育成果の向上を目指して工学部全体での認証を取得した。 

○本学が申請した『全学生参加型の一年次教育の実践 －「一年次セミナー」

の組織的展開－』が、文部科学省の事業である平成 18 年度の「特色ある大

学教育支援プログラム」（特色 GP）に選定された。それに伴い、全国 4 箇

所で開催された特色 GP フォーラムにて本学の一年次教育の取組を発表し

た。 

 

 (2) Ｋ－１２ 

① 玉川学園一貫教育体制の始動 

○本年 4 月より幼稚園から 12 年生（高等学校 3 年生）までを一つの

学校として捉えて、教育活動を連続的に展開するＫ－12 一貫教育

体制が始動した。 

○この一貫教育体制への移行に合わせて、学園国際交流センターと学

園生活センターを新設し、平成 19 年度開設の国際学級の準備、特

進コースの設置や教育活動の一環としての課外活動への新たな取

り組み等を行った。 
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② 施設・設備の整備 

○9 年生から 12 年生の教育の場として「高学年校舎」が完成。中学年校舎、

サイテックセンターとつながる位置に建設され、これにより、幼稚部園舎、

低学年校舎を含めＫ－12 の教育エリアが整った。 

○Ｋ－12 の情報教育の拠点となる「学園ＭＭＲＣ(マルチメディアリソース

センター)」が開設された。この施設は従来の図書館機能に加えて、情報機

能をも備えた学習施設であり、この利用に伴い学習の質や量が大幅に向上

することを目的としている。 

○通常の授業だけでなく、さらに進んだ美術教育を実践する施設としての「ア

ートセンター」が完成し、本年度の 4 月より使用を開始した。絵画、工芸、

染織、陶芸、彫刻など多岐にわたる創作活動に対応できる設備を用意し、

児童・生徒の創作意欲、創造性を育んでいる。 

③ CITA を通した自己点検及び改善 

○CITA の基本方針に沿って実施された満足度調査を PDSA サイクルにのせて

改善点を明確にして、対応策を実施した。 

④ PD 活動の推進 

○Ｋ－12 一貫教育カリキュラムに基づき、教員相互の授業研修を実施すると

ともに、外部講師による PD 研修会を開き、PD 活動の一層の充実を図った。 
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２．施設・設備の充実 

 

平成 18 年度の実施設備等の整備状況は下記の通りである。 

長期計画に基づく施設整備については、Ｋ－12 一貫教育体制への移行に伴う新

校舎の建設や既存校舎の改修が主なものである。 

経常的な施設設備の整備は、大学教室のマルチメディア化工事と機器の整備、

大学各校舎へのネットワーク用無線 LAN アクセスポイントの設置、高学年校舎と

幼稚部間を高速光幹線 LAN 化、高学年校舎と中学年校舎の無線 LAN 機器の設置、

中学年校舎の講堂、コンピュータ教室の設備更新等である。 

 

(1) 長期計画に基づく施設整備 

○ 高学年校舎の建設工事 

○ 中学年校舎の改修工事 

○ 第 2 ボイラープラント中央監視装置の更新工事 

○ 鹿児島久志農場隣接地購入(1,908 ㎡) 

 

(2) 経常的な施設整備 

○ 大体育館便所改修工事 

○ 工学部 323･324 教室マルチメディア化改修工事 

○ 経営学部 503･504 教室マルチメディア化改修工事 

○ 避雷針設備新設工事 

○ 芸術学部油絵教室のコンピュータ演習室への改修工事 

○ 農学部第 2 校舎事務室の研究・実験室への改装工事 

○ 大体育館多目的体育場空調機新設工事 

○ Ｋ－12 学内 LAN の再構築 

○ 空調機省エネ対策マルチコントローラー取り付け工事 

○ 農業用井戸ポンプ自動制御盤交換工事 

○ 文学部外喫煙場所設置工事 

○ 文学部校舎出入管理システム施行工事 他 

 

(3) 設備の整備 

○ 中学年校舎講堂調光装置 1 式 

○ 芸術学部 PC 演習室機器 1 式 

○ リアプロジェクタ方式プレゼンテーション装置 

○ 講堂固定椅子 1 式 

○ 多管製氷試験装置 1 式 

○ インフラストラクチャーUPS システム 

○ ラストチャンバーシステム 1 式 

○ 脳細胞活動多次元収録解析システム 他 
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３．財務の状況 

 

平成 18 年度の予算執行状況について、その概要を報告いたします。 

 

(1) 資金収支計算書 

資金収支計算書は、学校法人の当該会計年度の諸活動に対応するすべての収

入及び支出の内容ならびに支払い資金の収入及び支出のてん末を明らかにした

ものです。 

 

① 資金収入 

資金収入とは、当該年度の負債とならない収入以外に、負債となる借入金

や前受金や特定資産からの繰入収入を含んだ収入のことです。今年度は、約

375 億 4 千万円となりました。主な科目について説明しますと、学生生徒等納

付金収入は約 159 億 3 千 4 百万円、学費の納入対象学生数は大学が約 7,467

人、併設校が約 2,950 人、通信教育部が 10,074 人となっています｡補助金収

入は約 17 億 8 千 8 百万円で、内訳は国庫補助金が約 11 億 5 百万円、地方公

共団体補助金が約 6 億 8 千 3 百万円となりました｡手数料収入は約 4 億 6 千百

万円で入学検定料が収入の大部分を占めており、志願者数は大学が 11,209 人、

併設校は 1,490 人でした｡寄付金収入は約 3 億 4 千 9 百万円で、新入生対象の

寄付金が約 1 億 8 千 8 百万円、その他が約１億 6 千百万円となっています。 

 

② 資金支出 

資金支出とは、当該年度の教育研究活動及びその他活動に対する支出であ

り、借入金返済支出、施設設備関係支出、特定預金への積立などの資産運用

支出を含んでいます。今年度は、設備関係支出の減少により、次年度繰越支

払資金が予算に対して約 3 億 6 百万円増加となりました｡主な科目について説

明しますと、本務教職員給与、兼務教職員給与、退職金等の支出である人件

費支出は約 106 億 3 千 4 百万円で、基礎となる専任教職員数は 870 人、兼任

教職員数は 588 人となっています｡教育研究経費支出は約 38 億 8 千百万円、

各設置学校の教育研究活動に必要な消耗品、研究･教育補助費、奨学費、光熱

水費、業務委託費、賃借料等が主な支出科目です。学生募集経費、各設置学

校全体に係わる経費、法人の運営に必要な諸経費である管理経費支出は約 9

億 4 千百万円となりました。 
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借入金等返済支出は約 3 億円で、主として建物等の取得に際して日本私立

学校振興･共済事業団からの借入金の返済となっています。 

施設関係支出は約 24 億 9 千 8 百万円となりました。施設支出は高学年校舎

の建設費と中学年校舎の改修費用が主なものです。設備関係支出は約 7 億 9

千４百万円で、教育研究用機器備品や図書等の購入費です。 

資産運用支出は約 32 億 9 百万円となりました。有価証券の購入や引当特定

資産への繰入れに充当したものです。 

 

【資金収入の部】                      （単位:百万円） 
科 目 予 算 決 算 差 異 

学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入 １６，０４２ １５，９３４     １０８

手 数 料 収 入 ５７８ ４６１     １１７

寄 付 金 収 入 ２９９ ３４９ △     ５０

補 助 金 収 入 １，６０５ １，７８８ △    １８３

資 産 運 用 収 入 ７９７ ９３３ △    １３６

資 産 売 却 収 入 １，２５６ １，２５５   １

事 業 収 入 ２６１ ２２５      ３６

雑 収 入 ６８４ ６７０     １４

前 受 金 収 入 ３，７５４ ３，９５３ △    １９９

そ の 他 の 収 入 ３，３１８ ２，６１９ ６９９

資 金 収 入 調 整 勘 定 △   ４，４５４ △    ４，７９７ ３４３

前 年 度 繰 越 支 払 資 金 １４，１５０ １４，１５０ ０

収 入 の 部 合 計 ３８，２９０ ３７，５４０ ７５０

 

【資金支出の部】                     （単位:百万円） 

科 目 予 算 決 算 差 異 

人 件 費 支 出 １０，９４８ １０，６３４    ３１４

教 育 研 究 経 費 支 出 ３，９０６ ３，８８１    ２５

管 理 経 費 支 出 １，０４０ ９４１  ９９

借 入 金 等 利 息 支 出 ５０ ５０ ０

借 入 金 等 返 済 支 出 ３００ ３００ ０

施 設 関 係 支 出 ２，９９１ ２，４９８ ４９３

設 備 関 係 支 出 １，０２４ ７９４      ２３０

資 産 運 用 支 出 ３，２０９ ３，４６４ △    ２５５

そ の 他 の 支 出 ６９５ ８６７ △    １７２

［ 予 備 費 ］ ２８５ －  ２８５

資 金 支 出 調 整 勘 定 △     ６７０ △    ７０７ ３７

次 年 度 繰 越 支 払 資 金 １４，５１２ １４，８１８ △  ３０６

支 出 の 部 合 計 ３８，２９０ ３７，５４０ ７５０
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(2) 消費収支計算書 

消費収支計算書は、当該年度における消費収支の均衡状況とその内容を明ら

かにし、学校法人の経営状況が健全であるかどうかを示すもので、企業会計の

損益計算書に当たるものです。帰属収入とは学生生徒等納付金、手数料、補助

金等、学校法人に帰属する負債とならない収入です。今年度は、寄付金収入、

補助金収入、資産運用収入が増加となったこと等により約 205 億 2 千 7 百万円、

予算に対して約 2 億 2 千 4 百万円の増となりました。 

基本金組入額とは、学校法人がその活動を永続的に維持し、必要な資産を継

続的に保持するために帰属収入から組み入れた金額です。本年度は設備関係支

出が減となったこと等で約 32 億 5 千 9 百万円、予算に対して約 2 億 8 千万円の

減となりました。消費収入とは、帰属収入から基本金組入額を控除した金額で、

本年度は約 172 億 6 千 8 百万円、予算に対して約 5 億 4 百万円の増となりまし

た。消費支出とは、教職員の人件費、教育研究活動及び法人の運営に必要な諸

経費で、本年度は約 174 億 2 千 9 百万円となり、予算を約 6 億 3 千 2 百万円下

回りました。消費収支差額とは、消費収入から消費支出を控除した金額をいい、

本年度は約 1 億 6 千百万円の支出超過で、翌年度繰越消費収入超過額は約 35 億

3 千 5 百万円となりました。 

 

【消費収入の部】                     （単位:百万円） 
科 目 予 算 決 算 差 異 

学 生 生 徒 等 納 付 金 １６，０４２ １５，９３４     １０８

手 数 料 ５７８ ４６１     １１７

寄 付 金 ３３６ ５０７ △    １７１

補 助 金 １，６０５ １，７８８ △    １８３

資 産 運 用 収 入 ７９７ ９３３ △    １３６

資 産 売 却 差 額 ０  ９ △      ９

事 業 収 入 ２６１ ２２５      ３６

雑 収 入 ６８４ ６７０ １４

帰 属 収 入 合 計 ２０，３０３ ２０，５２７ △    ２２４

基 本 金 組 入 額 合 計 △  ３，５３９ △  ３，２５９ △    ２８０

消 費 収 入 の 部 合 計 １６，７６４ １７，２６８ △    ５０４
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【消費支出の部】                     （単位:百万円） 
科 目 予 算 決 算 差 異 

人 件 費 １０，８９９ １０，４５７  ４４２

教 育 研 究 経 費 ５，８７３ ５，８７１      ２

管 理 経 費 １，１２９ １，０１９ １１０

借 入 金 等 利 息 ５０ ５０     ０

資 産 処 分 差 額  ２６ ２６       ０

徴 収 不 能 額 ６ ６        ０

［ 予 備 費 ］ ７８ ０ ７８

消 費 支 出 の 部 合 計 １８，０６１ １７，４２９    ６３２

当 年 度 消 費 収 支 差 額 △  １，２９７ △    １６１    －

前年度繰越消費収支差額  ３，６９６ ３，６９６ －

次年度繰越消費収支差額 ２，３９９ ３，５３５ －

 

帰属収入合計－消費支出の部合計 ２，２４２ ３，０９８ △    ８５６
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(3) 貸借対照表 

貸借対照表とは、会計年度末における財政状態を表したもので、資産がどれ

ほどあるのか、また負債はいくらなのか、学校法人が維持している純資産がど

れほどあるのかを示したものです。平成 18 年度末の財政状態は、資産約 1,104

億 8千 9百万円、負債約101億 4千 3百万円及び基本金と消費収支差額で約1,003

億 4 千 6 百万円となっています。 

有形固定資産は約 13 億 7 千 6 百万円増加となりました。これは施設設備の新

規取得と減価償却に伴うものです。その他の固定資産の増加額は約 4 億 7 千 5

百万円で、その主なものは引当特定資産への繰入れに伴うものです。 

流動資産の総額は約 165 億 5 千 3 百万円で、そのうち約 148 億 1 千 8 百万円

が現金預金となっています。 

負債は借入金の返済により、約 7 億 6 千 7 百万円の減少となりました。退職

給与引当金の期末残高約 45 億 8 百万円は、加入している退職金財団の掛金と交

付金との差額を含め、平成 18 年度末における退職金要支給額の 50%に相当する

額です。 

前受金約 39 億 5 千 3 百万円は、平成 19 年度入学生の平成 18 年度内の入金分

で、平成 19 年度に帰属収入に振替えるものです。 

 

【資産の部】                       （単位:百万円） 
科 目 １８ 年 度 １７ 年 度 増 減 

固定資産 ９３，９３６ ９２，０８５ １，８５１

有形固定資産 ５１，０８３ ４９，７０７   １，３７６

土   地 １２，７８４ １２，７８４  ０

建 物 ２６，３７７ ２２，６９８ ３，６７９

その他の有形固定資産 １１，９２２ １４，２２５ △ ２，３０３

その他の固定資産 ４２，８５３ ４２，３７８ ４７５

各 種 引 当 特 定 資 産 ４０，７６８ ４０，７６０ ８

そ の 他 の 固 定 資 産 ２，０８５ １，６１８     ４６７

流動資産 １６，５５３ １６，０７４  ４７９

現 金 預 金 １４，８１８ １４，１５０ ６６８

そ の 他 の 流 動 資 産 １，７３５ １，９２４ △   １８９

合 計 １１０，４８９ １０８，１５９ ２，３３０
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【負債の部】                       （単位:百万円） 
科 目 １８ 年 度 １７ 年 度 増 減 

固定負債 ４，９１１ ５，３８８ △    ４７７

長 期 借 入 金 ４０３ ７０３ △    ３００

退 職 給 与 引 当 金 ４，５０８ ４，６８５ △    １７７

流動負債 ５，２３２ ５，５２２ △    ２９０

前  受  金 ３，９５３ ４，１０１ △    １４８

その他の流動負債 １，２７９ １，４２１ △    １４２

負 債 の 部 合 計 １０，１４３ １０，９１０ △    ７６７

 

【基本金の部】                       （単位:百万円） 
科 目 １８ 年 度 １７ 年 度 増 減 

第 １ 号 基 本 金 ９０，４２９ ８６，８６５ ３，５６４

第 ２ 号 基 本 金 ４，０２８ ４，３５６ △    ３２８

第 ３ 号 基 本 金 １，１６４ １，１４２ ２２

第 ４ 号 基 本 金 １，１９０ １，１９０ ０

基 本 金 の 部 合 計 ９６，８１１ ９３，５５３ ３，２５８

 

【消費収支差額の部】                   （単位:百万円） 
科 目 １８ 年 度 １７ 年 度 増 減 

当 年 度 収 支 超 過 額 △    １６１ △     ９３ △     ６８

前年度繰越収入超過額 ３，６９６ ３，７８９ △     ９３

消費収支差額の部合計 ３，５３５ ３，６９６ △    １６１

 

                                  

（単位:百万円）  

負債･基本金･消費収支差額の部計 １１０，４８９ １０８，１５９ ２，３３０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 －１９－



(4) 財務指標の推移 

① 消費収支関係財務比率                         （単位：％） 
区 分 １６年度 １７年度 １８年度 

人 件 費 比 率 ５４．５ ５５．７ ５０．９

教 育 研 究 経 費 比 率 ２５．５ ２７．０ ２８．６

管 理 経 費 比 率 ５．４ ５．２ ５．０

借 入 金 等 利 息 比 率 ０．４ ０．３ ０．２

消 費 支 出 比 率 ８６．０ ８８．３ ８４．９

納 付 金 比 率 ７９．５ ７７．９ ７７．６

寄 付 金 比 率 １．８ ２．３ ２．５

補 助 金 比 率 ７．９ ８．３ ８．７

基 本 金 組 入 比 率 １２．６ １２．１ １５．９

 

（注）上記の指標は、帰属収入を分母として算出しています。例えば、人件

費比率は人件費÷帰属収入となります。 

 

②  貸借対照表関係財務比率                  （単位：％） 

区 分 １６年度 １７年度 １８年度 
固 定 資 産 構 成 比 率 ８５．０ ８５．１ ８５．０

流 動 資 産 構 成 比 率 １５．０ １４．９ １５．０

固 定 比 率 ９４．９ ９４．７ ９３．６

固 定 長 期 適 合 率 ８９．５ ８９．７ ８９．２

負 債 比 率 １１．６ １１．２ １０．１

自 己 資 金 構 成 比 率 ８９．６ ８９．９ ９０．８

基 本 金 比 率 ９８．７ ９９．０ ９９．３

 

（注）上記の指標は、下記の算式により算出しています。  
固定資産構成比率 ＝ 固定資産 ÷ 総資産  
流動資産構成比率 ＝ 流動資産 ÷ 総資産  
固定比率 ＝ 固定資産 ÷ 自己資金（基本金 ＋ 消費収支差額）  
固定長期適合率 ＝ 固定資産 ÷（自己資金 ＋ 固定負債）  
負債比率 ＝ 総負債 ÷ 自己資金  
自己資金構成比率 ＝ 自己資金 ÷ 総資産  
基本金比率 ＝ 基本金 ÷ 要組入額  
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(5) 経年比較 

① 資金収支三ヵ年比較 

（収入の部）                      （単位:百万円）  

科 目 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

学生生徒等納付金収入 １５，８２５ １５，８５７ １５，９３４

手 数 料 収 入 ５６９ ５２６ ４６１

寄 付 金 収 入 ２８９ ３６４ ３４９

補 助 金 収 入 １，５７２ １，６９５ １，７８８

資 産 運 用 収 入 ４６４ ６０４ ９３３

資 産 売 却 収 入 １，９２３ １，６６８ １，２５５

事 業 収 入 ２３０ ２７８ ２２５

雑 収 入 ８８１ ９１５ ６７０

借 入 金 収 入  

前 受 金 収 入 ４，０４５ ４，１０１ ３，９５３

そ の 他 の 収 入 １，７６５ ３，０１４ ２，６１９

資 金 収 入 調 整 勘 定 △  ４，７５６ △  ４，９１４ △    ４，７９７

前 年 度 繰 越 支 払 資 金 １４，１２２ １４，２０３ １４，１５０

収 入 の 部 合 計 ３６，９２９ ３８，３１１ ３７，５４０

 

（支出の部）                      （単位:百万円）  
科 目 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

人 件 費 支 出 １０，８９１ １１，３４９ １０，６３４

教 育 研 究 経 費 支 出 ３，０７８ ３，４８４ ３，８８１

管 理 経 費 支 出 １，００２ ９７３ ９４１

借 入 金 等 利 息 支 出 ８０ ６５ ５０

借 入 金 等 返 済 支 出 ３０８ ３００ ３００

施 設 関 係 支 出 １，２２１ ２，４２２ ２，４９８

設 備 関 係 支 出 ５５５ ４３０ ７９４

資 産 運 用 支 出 ５，５７９ ５，１３６ ３，４６４

そ の 他 の 支 出 ６８２ ８２３ ８６７

資 金 支 出 調 整 勘 定 △    ６７０ △    ８２１ △    ７０７

次 年 度 繰 越 支 払 資 金 １４，２０３ １４，１５０ １４，８１８

支 出 の 部 合 計 ３６，９２９ ３８，３１１ ３７，５４０
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② 消費収支三ヵ年比較 

（消費収入の部）                    （単位:百万円）  
科 目 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

学 生 生 徒 等 納 付 金 １５，８２５ １５，８５７ １５，９３４

手 数 料 ５６９ ５２６ ４６１

寄 付 金 ３５４ ４７１ ５０７

補 助 金 １，５７２ １，６９５ １，７８８

資 産 運 用 収 入 ４６４ ６０４ ９３３

資 産 売 却 差 額 ２３ ５  ９

事 業 収 入 ２３０ ２７９ ２２５

雑 収 入 ８８１ ９１５ ６７０

帰 属 収 入 合 計 １９，９１８ ２０，３５２ ２０，５２７

基 本 金 組 入 額 合 計 △  ２，５０３ △ ２，４６８ △  ３，２５９

消 費 収 入 の 部 合 計 １７，４１５ １７，８８４ １７，２６８

 
（消費支出の部）                    （単位:百万円）  

科 目 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

人 件 費 １０，８５９ １１，３３９ １０，４５７

教 育 研 究 経 費 ５，０８２ ５，４９２ ５，８７１

管 理 経 費 １，０７７ １，０５６ １，０１９

借 入 金 等 利 息 ８０ ６５ ５０

資 産 処 分 差 額 １８ １５ ２６

徴 収 不 能 額 １０ １０ ６

消 費 支 出 の 部 合 計 １７，１２６ １７，９７７ １７，４２９

当 年 度 消 費 収 支 差 額 ２，７９２ ２，３７５ ３，０９８

当 年 度 収 入 超 過 額 ２８９  

当 年 度 支 出 超 過 額      ９３     １６１

翌年度繰越収入超過額 ３，７８９ ３，６９６ ３，５３５

 
③消費収支比率三ヵ年比較 
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④ 貸借対照表三ヵ年比較表 

（資産の部）                      （単位:百万円）  
科 目 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

固定資産 ９０，０３１ ９２，０８５ ９３，９３６

有形固定資産 ４８，８４２ ４９，７０７ ５１，０８３

その他の固定資産 ４１，１８９ ４２，３７８ ４２，８５３

資 

産 

流動資産 １５，８３１ １６，０７４ １６，５５３

合 計 １０５，８６２ １０８，１５９ １１０，４８９

 

（負債・基本金・収支差額の部）            （単位:百万円）  
科 目 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

固定負債 ５，６９８ ５，３８８ ４，９１１
負 

債 

流動負債 ５，２９０ ５，５２２ ５，２３２

合 計 １０，９８８ １０，９１０ １０，１４３

基本金 ９１，０８５ ９３，５５３ ９６，８１１

消費収支差額 ３，７８９ ３，６９６ ３，５３５

負債・基本金・消費収支差額の部 １０５，８６２ １０８，１５９ １１０，４８９

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 －２３－



(6) 収益事業会計 

平成 18 年度の収益事業の概要について報告いたします。 

玉川学園では私立学校法上の収益事業として出版と教育用品小売の事業を行

なっており、学校会計とは区分した経理処理を行なっています。 

 

① 出版業 

売上は約 2 億 6 千万円、前年度に対して約百万円、0.4%の減となり、約 2

億 2 千 6 百万円の欠損となりました。在庫除却約 1 億 8 千 4 百が主たる原因

といえます。 

 

（単位：百万円） 

支 出 の 部 収 入 の 部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

商 品 （ 期 首 ） ３６５．４ 売 上 ２５９．８

製 作 費 １００．９ 編 集 料 収 入 １．０

編 集 費 ４９．１ 雑 収 入 １４．４

商 品 （ 期 末 ） △   ３３２．２  

営 業 費 １３１．９  

雑 損 失 １８５．８  

 当 期 欠 損 金 ２２５．７

合 計 ５００．９ 合 計 ５００．９

 

② 教育用品小売業 

売上が約 3 億 4 千百万円、前年度に対して約 4 千 6 百万円の減によ

り、営業損失は約 4 千 6 百万円となり、営業外費用の在庫除却約 8 百

万円により、経常損失は約 4 千 3 百万円となりました｡ 

（単位：百万円） 

支 出 の 部 収 入 の 部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

商 品 （ 期 首 ） ８３．２ 売 上 ３４０．７

仕 入 ２７９．８ 手 数 料 収 入 ２.３

商 品 （ 期 末 ） △    ５２．４ 雑 収 入 １３．３

営 業 費 ７８．５  

雑 損 失 １０．１ 当 期 欠 損 金 ４２．９

合 計 ３９９．２ 合 計 ３９９．２
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